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「
人
形
浄
瑠
璃
に
お
け
る
太
閤
記
物
作
品
群
の
研
究
」
概
要
書 

原
田 

真
澄 



 
 

は
じ
め
に 

 
演
劇
は
、
悲
劇
と
喜
劇
、
科
白
劇
や
音
楽
劇
な
ど
、
作
品
内
容
や
上
演
形
態
に
よ
っ
て
様
々
な
分
類
が

可
能
で
あ
る
。
例
え
ば
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
「
マ
ク
ベ
ス
」
は
、
ス
ト
レ
ー
ト
プ
レ
イ
の
悲
劇
で
あ
る

と
同
時
に
、
実
在
し
た
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
マ
ク
ベ
ス
王
を
モ
デ
ル
と
し
た
歴
史
劇
で
あ
る
と
も
言
え
よ

う
。
こ
の
様
な
例
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
が
、
歌
舞
伎
や
義
太
夫
節
人
形
浄
瑠
璃
文
楽
（
以
下
、
本
論
文
で

は
「
人
形
浄
瑠
璃
」
と
略
す
）
な
ど
の
日
本
の
古
典
芸
能
ほ
ど
多
く
の
要
素
を
内
包
し
て
い
る
演
劇
分
野

は
、
世
界
で
も
稀
で
あ
ろ
う
。
歌
舞
伎
や
人
形
浄
瑠
璃
の
殆
ど
す
べ
て
の
作
品
で
、
一
つ
の
作
品
の
中
に

悲
劇
と
喜
劇
が
含
ま
れ
、
歴
史
劇
の
中
に
も
同
時
代
的
な
社
会
風
俗
が
描
か
れ
、
ス
ト
レ
ー
ト
プ
レ
イ
の

よ
う
な
セ
リ
フ
の
応
酬
と
音
楽
劇
的
要
素
や
舞
踊
的
身
体
表
現
が
入
り
交
じ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。 

あ
ま
り
に
も
多
様
な
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
た
め
に
、
単
純
な
分
類
が
不
可
能
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思

わ
れ
る
歌
舞
伎
や
人
形
浄
瑠
璃
に
も
、
近
世
か
ら
重
要
視
さ
れ
て
き
た
あ
る
分
類
方
法
が
あ
る
。
そ
れ
が

「
世
界
」
で
あ
る
。
服
部
幸
雄
は
「
世
界
」
に
つ
い
て
こ
の
様
に
述
べ
て
い
る
。 

 

歌
舞
伎
狂
言
は
き
わ
め
て
複
雑
な
内
容
と
構
成
を
持
っ
て
い
る
た
め
に
、
そ
の
分
類
は
非
常
に
難
し
い
。

し
か
し
、「
世
界
」
を
も
と
に
し
て
分
類
を
行
う
の
が
、
も
っ
と
も
利
用
価
値
が
あ
り
、
わ
か
り
や
す
い
と

い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。 
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 事
実
、
歌
舞
伎
の
作
品
解
題
集
で
あ
る
飯
塚
友
一
郎
の
『
歌
舞
伎
細
見
』（
第
一
書
房
、
一
九
二
六
年
）
は
、

歌
舞
伎
作
品
を
こ
の
「
世
界
」
ご
と
に
分
類
し
て
お
り
、
渥
美
清
太
郎
の
『
系
統
別
歌
舞
伎
戯
曲
解
題
』

（
日
本
芸
術
文
化
振
興
会
、
二
〇
〇
八-

二
〇
一
一
年
）
も
、
類
似
の
分
類
法
を
採
る
。
両
書
と
も
に
歌
舞

伎
作
品
だ
け
で
な
く
、
人
形
浄
瑠
璃
作
品
も
各
「
世
界
」
の
参
考
文
献
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
人
形
浄
瑠

璃
で
も
作
品
を
「
世
界
」
や
そ
れ
に
準
ず
る
題
材
ご
と
に
分
類
す
る
こ
と
は
多
い
。
２

ま
た
、
辞
典
類
で
も

「
世
界
」
と
は
、「
世
界 

せ
か
い 

歌
舞
伎
・
人
形
浄
瑠
璃
劇
作
用
語
。
作
品
の
背
景
と
な
る
時
代
・
事

件
を
さ
す
概
念
。
」
３

と
、
歌
舞
伎
に
限
ら
ず
人
形
浄
瑠
璃
の
作
劇
用
語
と
し
て
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
世

界
」
を
端
的
に
説
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
い
わ
ば
役
者
（
お
よ
び
作
者
）
と
観
客
と
が
共
通
認

識
と
し
て
持
つ
作
品
の
基
本
的
類
型
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

こ
の
「
世
界
」
に
つ
い
て
『
戯
財
録
』
（
享
和
一
（
一
八
〇
一
）
年
成
立
）
は
、 

 

世
界
も
仕
ふ
る
し
た
る
ゆ
へ
、
あ
り
来
り
の
世
界
に
て
は
、
狂
言
に
働
き
な
し
。
筋
を
組
み
立
る
故
、
竪

筋
・
横
筋
と
云
。
た
と
へ
ば
、
太
閤
記
の
竪
筋
へ
、
石
川
五
右
衛
門
を
横
筋
に
入い

れ

る
（
中
略
）
竪
筋
は
世

界
、
横
筋
は
趣
向
に
成
。
４ 
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 と
述
べ
る
。『
戯
財
録
』
の
例
に
よ
れ
ば
、「
太
閤
記
」
が
縦
筋
、
つ
ま
り
「
世
界
」
で
、「
石
川
五
右
衛
門
」

が
横
筋
・
「
趣
向
」
と
な
る
。
豊
臣
秀
吉
の
一
代
記
に
取
材
し
た
史
書
『
太
閤
記
』
を
「
世
界
」
、
つ
ま
り

作
品
を
一
貫
す
る
設
定
と
し
つ
つ
、「
趣
向
」
で
あ
る
石
川
五
右
衛
門
の
活
躍
を
絡
め
て
作
品
を
「
組
み
立
」

て
る
の
が
、
当
時
一
般
的
な
歌
舞
伎
の
作
劇
法
で
あ
っ
た
。『
戯
財
録
』
に
「
世
界
も
仕
ふ
る
し
た
る
」
と

あ
っ
て
、
享
和
頃
に
は
、
作
品
の
題
材
と
な
る
「
世
界
」
が
古
典
化
し
つ
つ
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、

全
て
の
「
世
界
」
が
使
い
古
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。 

「
世
界
」
を
列
記
し
、
歌
舞
伎
作
者
の
間
で
虎
の
巻
と
し
て
珍
重
さ
れ
た
書
籍
が
あ
る
。
そ
れ
が
『
世

界
綱
目
』（
寛
政
三
（
一
七
九
一
）
年
以
前
成
立
）
で
あ
る
。『
世
界
綱
目
』
序
文
に
は
、「
凡
歌
舞
伎
狂
言

時
代
は
上
古
中
者
近
代
其
時
々
に
寄
世
界
を
立
れ
ど
も
時
代
に
よ
り
遠
近
あ
り
」
と
あ
り
、
時
代
に
よ
っ

て
遠
い
「
世
界
」
と
近
い
「
世
界
」
が
あ
る
と
述
べ
る
。
近
い
「
世
界
」
と
は
、「
仕
ふ
る
し
た
」「
世
界
」

と
も
言
い
換
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
『
世
界
綱
目
』
成
立
期
前
後
に
歌
舞
伎
や
人
形
浄
瑠
璃
で
非
常
に
流
行

っ
て
い
た
「
世
界
」
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
『
戯
財
録
』
の
例
に
挙
げ
ら
れ
た
「
太
閤
記
」
の
「
世
界
」
で

あ
る
。 

 

「
出
世
奴
」
か
ら
「
太
閤
記
」
の
「
世
界
」
へ 

 

「
太
閤
記
」
の
「
世
界
」
を
材
と
し
た
作
品
は
、
人
形
浄
瑠
璃
・
歌
舞
伎
共
に
十
八
世
紀
中
期
以
前
に

は
さ
ほ
ど
上
演
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
十
八
世
紀
後
期
以
後
、
天
明
期
頃
か
ら
次
第
に
増
加
し
、
寛

政
期
に
は
、
毎
年
の
よ
う
に
人
形
浄
瑠
璃
や
歌
舞
伎
の
舞
台
に
か
け
ら
れ
る
人
気
の
題
材
、
い
わ
ば
人
気

の
「
世
界
」
と
な
っ
た
。
『
世
界
綱
目
』
が
編
ま
れ
た
時
期
は
、
「
太
閤
記
」
の
「
世
界
」
が
、
近
く
な
り

始
め
た
時
期
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、『
世
界
綱
目
』
に
は
「
太
閤
記
」
と
い
う
項
目
は
な
い
。
小
瀬
甫
庵

の
『
太
閤
記
』
が
扱
う
秀
吉
の
生
誕
か
ら
死
亡
ま
で
の
時
代
（
天
文
六
～
慶
長
三
（
一
五
三
七
～
一
五
九

八
）
年
）
と
ほ
ぼ
同
じ
時
代
を
扱
う
「
世
界
」
は
、
正
親
町
院
（
在
位
：
弘
治
三
～
天
正
十
四
（
一
五
五

七
～
一
五
八
六
）
年
）
か
ら
後
陽
成
院
（
在
位
：
天
正
十
四
～
慶
長
十
六
（
一
五
八
六
～
一
六
一
一
）
年
）

の
御
代
を
扱
う
と
書
か
れ
た
「
出
世
奴
」
の
「
世
界
」
で
あ
る
。 

い
わ
ゆ
る
「
出
世
奴
」
と
は
、
草
履
取
り
の
奴
か
ら
貴
族
の
最
高
位
で
あ
る
関
白
に
ま
で
出
世
し
た
豊

臣
秀
吉
を
表
わ
す
言
葉
で
あ
る
。
竹
田
出
雲
作
「
出
世
握
虎
稚
物
語

し
ゅ
っ
せ
や
っ
こ
お
さ
な
も
の
が
た
り

」（
享
保
十
（
一
七
二
五
）
年
、
竹
本

座
初
演
）
が
、
秀
吉
を
出
世
奴
と
表
現
し
た
早
い
例
で
、
翌
享
保
十
一
年
に
は
、
同
作
を
題
材
と
し
た
江

島
其
磧
作
の
浮
世
草
子
『
出
世
握
虎
昔
物
語
』
が
出
て
い
る
。『
世
界
綱
目
』
の
「
出
世
奴
」
の
項
目
に
は
、

参
考
文
献
と
し
て
人
形
浄
瑠
璃
作
品
の
「
津
国
女
夫
池
」
、
「
出
世
握
虎
稚
物
語
」
、
「
本
朝
三
国
志
」
、
「
傾

城
枕
軍
談
」
、「
山
城
の
国
畜
生
塚
」
、「
天
竺
徳
兵
衛
郷
鏡
」
、「
三
日
太
平
記
」
、「
三
好
長
慶
碪
軍
談
」
、「
祇

園
祭
礼
信
仰
記
」
、
「
三
国
無
双
奴
請
状
」
、
「
後
太
平
記
瓢
実
録
」
、
「
木
下
陰
狭
間
合
戦
」
、
「
時
代
織
室
町
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錦
繍
」
、
「
比
良
岳
雪
見
陣
立
」
、
「
仮
名
写
安
土
問
答
」
の
十
五
作
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。 

「
出
世
奴
」
の
「
世
界
」
に
分
類
さ
れ
た
こ
の
十
五
作
の
内
、
出
世
奴
当
人
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
秀
吉

が
登
場
し
な
い
作
も
あ
る
。
そ
れ
は
「
津
国
女
夫
池
」
と
「
三
好
長
慶
碪
軍
談
」
で
あ
る
。
こ
の
二
作
は
、

秀
吉
が
登
場
し
な
い
が
、「
出
世
奴
」
の
「
世
界
」
と
同
じ
年
代
に
劇
中
時
間
を
設
定
し
て
い
る
。
ま
た
主

要
登
場
人
物
も
多
く
重
な
っ
て
い
る
た
め
に
「
出
世
奴
」
の
「
世
界
」
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
。 

ま
た
逆
に
、
秀
吉
が
登
場
し
、
時
代
設
定
も
「
出
世
奴
」
の
「
世
界
」
に
含
ま
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら

ず
、『
世
界
綱
目
』
で
は
違
う
「
世
界
」
の
参
考
作
品
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
人
形
浄
瑠
璃
作
品
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
「
東
山
」
の
「
世
界
」
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
「
物
ぐ
さ
太
郎
」
で
あ
る
。 

「
物
ぐ
さ
太
郎
」
は
、
所
謂
人
形
浄
瑠
璃
の
黄
金
期
と
呼
ば
れ
る
延
享
・
寛
延
期
（
一
七
四
四
～
一
七

五
一
年
）
に
初
演
さ
れ
た
時
代
物
で
あ
る
。
豊
臣
秀
吉
の
臣
下
で
あ
る
佐
々
木
義
賢
の
横
死
か
ら
起
こ
る

佐
々
木
家
の
お
家
騒
動
を
解
決
す
る
た
め
、
佐
々
木
家
執
権
・
名
護
屋
山
三
や
物
ぐ
さ
太
郎
に
や
つ
し
た

茶
人
・
千
利
休
が
奔
走
す
る
と
い
う
話
で
あ
る
。
前
述
の
通
り
、
「
太
閤
記
物
」
の
「
世
界
」
の
作
品
は
、

寛
政
期
に
人
形
浄
瑠
璃
と
歌
舞
伎
で
流
行
し
た
。
そ
れ
以
前
の
「
物
ぐ
さ
太
郎
」
が
上
演
さ
れ
た
延
享
・

寛
延
期
を
含
め
、
歌
舞
伎
・
人
形
浄
瑠
璃
を
合
わ
せ
て
み
る
と
寛
政
期
以
前
は
太
閤
記
物
作
品
は
比
較
的

珍
し
い
題
材
で
あ
っ
た
。「
物
ぐ
さ
太
郎
」
以
前
の
「
太
閤
記
」
を
素
材
と
す
る
人
形
浄
瑠
璃
作
品
は
、「
本

朝
三
国
志
」
、「
出
世
握
虎
稚
物
語
」
、「
傾
城
枕
軍
談
」
の
三
作
品
で
あ
る
。
こ
の
三
作
は
、
そ
れ
ぞ
れ
『
世

界
綱
目
』
で
は
「
出
世
奴
」
の
項
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。 

で
は
、
な
ぜ
「
物
ぐ
さ
太
郎
」
の
み
「
東
山
」
の
「
世
界
」
の
作
品
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
登
場
人
物
で
あ
ろ
う
。
「
東
山
」
の
「
世
界
」
の
名
は
、
東
山
文
化 

に

因
ん
だ
名
称
で
あ
り
、「
東
山
」
の
項
に
挙
げ
ら
れ
た
主
要
登
場
人
物
に
も
八
代
将
軍
・
足
利
義
政
（
在
職
：

一
四
四
九
～
一
四
七
三
年
）
他
、
同
時
代
を
生
き
た
細
川
勝
元
（
一
四
三
〇
～
一
四
七
三
年
）
な
ど
の
名

前
が
見
え
る
。
し
か
し
、
同
項
の
但
し
書
き
に
は
、
「
但
し
義
満
か
義
昭
東
山
と
云
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
三
代
将
軍
・
足
利
義
満
（
在
職
：
一
三
六
八
～
一
三
九
四
年
）
か
ら
十
五
代
将
軍
・
足
利
義
昭

（
在
職
：
一
五
六
八
～
一
五
八
八
年
）
の
時
代
も
東
山
の
「
世
界
」
に
含
ま
れ
る
こ
と
を
指
す
の
だ
ろ
う
。

お
よ
そ
二
百
年
余
り
の
長
い
期
間
の
出
来
事
を
脚
色
し
て
い
る
の
が
「
東
山
」
の
「
世
界
」
で
あ
り
、
そ

の
末
期
は
「
出
世
奴
」
の
「
世
界
」
の
時
代
と
重
な
る
。
さ
ら
に
は
、「
東
山
」
の
主
要
登
場
人
物
に
も
義

昭
よ
り
も
下
っ
た
時
代
の
人
物
、
例
え
ば
名
古
屋
山
三
郎
（
一
五
七
二
～
一
六
〇
三
年
）
や
出
雲
の
お
国

（
国
・
阿
国
）
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。「
物
ぐ
さ
太
郎
」
は
、
そ
の
名
古
屋
山
三
郎
や
お
国
な
ど
の
「
東

山
」
の
「
世
界
」
と
強
く
結
び
つ
い
た
人
物
が
主
に
活
躍
す
る
作
品
で
あ
る
。 

実
際
の
時
代
背
景
よ
り
も
、
主
要
登
場
人
物
が
背
負
う
「
世
界
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
、
そ
の
作
品

の
「
世
界
」
観
が
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
物
ぐ
さ
太
郎
」
で
は
、
「
出
世
奴
」
に
属
す
る
秀
吉
よ
り

も
「
東
山
」
に
属
す
る
名
古
屋
山
三
郎
ら
の
方
が
大
き
い
役
で
あ
る
た
め
、「
東
山
」
の
「
世
界
」
に
分
類
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さ
れ
た
も
の
か
と
推
測
さ
れ
る
。
同
時
に
、
秀
吉
に
深
く
関
連
す
る
利
休
が
主
に
活
躍
し
よ
う
と
も
、「
東

山
」
の
「
世
界
」
観
を
揺
る
が
さ
な
い
と
い
う
判
断
を
初
演
当
時
の
劇
作
家
が
し
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ

ろ
う
。
こ
れ
は
、「
出
世
奴
」
の
「
世
界
」
の
登
場
人
物
で
あ
る
利
休
が
背
負
う
「
世
界
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
、

名
古
屋
山
三
郎
ら
の
そ
れ
と
比
べ
て
非
常
に
弱
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
「
物
ぐ

さ
太
郎
」
初
演
時
の
延
享
・
寛
延
期
に
お
い
て
、「
出
世
奴
」
の
登
場
人
物
が
背
負
う
「
世
界
」
観
は
、
作

者
ら
や
観
客
等
に
と
っ
て
な
じ
み
が
薄
か
っ
た
。
い
わ
ば
「
遠
」
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

延
享
期
の
五
年
間
に
上
演
さ
れ
た
歌
舞
伎
の
内
、
登
場
人
物
名
な
ど
か
ら
「
東
山
」
の
「
世
界
」
と
考

え
得
る
興
行
と
、「
出
世
奴
」
の
「
世
界
」
と
考
え
得
る
興
行
の
数
を
比
較
す
る
と
、「
東
山
」
の
「
世
界
」

と
お
ぼ
し
き
公
演
が
九
つ
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、「
出
世
奴
」
は
一
興
行
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
時
代
が

下
る
に
つ
れ
て
「
出
世
奴
」
の
「
世
界
」
の
作
品
が
増
え
て
い
っ
た
。
寛
政
初
期
の
五
年
間
に
歌
舞
伎
で

上
演
さ
れ
た
「
東
山
」
の
「
世
界
」
と
「
出
世
奴
」
の
「
世
界
」
の
公
演
数
を
比
較
す
る
と
、「
東
山
」
が

九
興
行
で
あ
る
の
に
対
し
、「
出
世
奴
」
は
十
九
興
行
あ
っ
た
。
ま
た
、
十
九
件
の
「
出
世
奴
」
の
「
世
界
」

の
公
演
の
う
ち
、
過
半
数
の
九
件
が
「
祇
園
祭
礼
信
仰
記
」
や
「
木
下
陰
狭
間
合
戦
」
、
「
比
良
岳
雪
見
陣

立
」
な
ど
の
人
形
浄
瑠
璃
作
品
の
歌
舞
伎
化
で
あ
る
。
時
代
が
下
れ
ば
残
存
す
る
興
行
資
料
の
量
も
増
大

す
る
た
め
、
単
純
な
比
較
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
明
ら
か
に
寛
政
期
に
は
「
出
世
奴
」
の
方
が
「
東

山
」
よ
り
も
近
い
「
世
界
」
と
な
っ
て
お
り
、
人
形
浄
瑠
璃
作
品
か
ら
の
影
響
も
無
視
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
『
世
界
綱
目
』
が
編
纂
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
寛
政
初
期
で
あ
っ
た
。 

「
世
界
」
は
、
頻
繁
に
史
書
を
繰
る
劇
作
家
達
だ
け
で
は
な
く
、
歴
史
書
に
は
あ
ま
り
手
を
出
さ
な
い

よ
う
な
層
の
観
客
達
に
も
了
解
さ
れ
て
い
る
劇
中
の
基
本
的
設
定
で
あ
る
。「
出
世
奴
」
の
「
世
界
」
の
作

品
が
多
く
上
演
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
東
山
」
の
時
代
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
時
代
、
つ
ま
り
戦
国
時

代
か
ら
安
土
桃
山
時
代
を
生
き
た
人
物
達
が
、
観
客
層
に
も
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
次
第
に
認
識

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
こ
の
「
出
世
奴
」
と
い
う
語
は
、
奴
か
ら

出
世
し
て
い
く
秀
吉
を
非
常
に
上
手
く
表
わ
し
た
語
で
あ
る
が
、
関
白
に
ま
で
上
り
詰
め
た
秀
吉
の
そ
の

後
の
治
世
の
時
代
を
表
わ
す
に
は
、
い
さ
さ
か
ふ
さ
わ
し
く
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
秀
吉
が
ほ
と
ん
ど
登

場
し
な
い
文
禄
・
慶
長
の
役
の
時
代
を
扱
っ
た
作
品
な
ど
も
『
世
界
綱
目
』
の
「
出
世
奴
」
の
項
に
含
ま

れ
て
い
る
。
後
に
は
、「
出
世
奴
」
で
は
、
謂
わ
ば
出
世
後
の
「
太
閤
」
豊
臣
秀
吉
時
代
を
も
含
め
た
「
世

界
」
を
十
全
に
表
わ
し
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
た
も
の
か
、
前
述
の
『
戯
財
録
』
を
は
じ
め
、『
世
界
綱
目
』

以
後
の
『
作
者
店
お
ろ
し
』
（
天
保
十
四
（
一
八
四
三
）
年
成
立
）
、
『
作
者
年
中
行
事
』
（
嘉
永
元
（
一
八

四
八
）
年
刊
）
な
ど
の
十
九
世
紀
以
降
の
劇
書
で
は
、「
出
世
奴
」
と
同
時
期
を
指
し
示
す
時
代
の
「
世
界
」

を
表
わ
す
語
は
、「
出
世
奴
」
か
ら
「
太
閤
記
」
へ
と
変
化
し
た
。
こ
う
し
て
「
太
閤
記
」
の
「
世
界
」
が

成
立
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。 
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「
太
閤
記
物
」
の
定
義
と
本
論
文
の
意
義 

 
こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
「
出
世
奴
」
も
し
く
は
「
太
閤
記
」
と
称
さ
れ
、「
東
山
」
等
の
世
界
と
も
部

分
的
に
登
場
人
物
や
時
代
設
定
が
重
な
る
「
世
界
」
に
属
す
作
品
を
、
本
論
文
で
は
「
太
閤
記
物
」
と
総

称
し
、
「
豊
臣
秀
吉
を
モ
デ
ル
と
す
る
人
物
が
登
場
す
る
作
品
」
と
定
義
し
た
い
。
ま
た
、
「
東
山
」
に
含

ま
れ
る
よ
う
な
秀
吉
在
世
下
に
材
を
取
っ
て
い
る
が
秀
吉
は
登
場
し
な
い
作
品
（
「
天
竺
徳
兵
衛
郷
鏡
」
な

ど
）
に
つ
い
て
は
、「
太
閤
記
物
関
連
作
」
と
す
る
。
ま
た
、
太
閤
没
後
の
関
ヶ
原
の
合
戦
を
題
材
と
し
た

作
（
関
ヶ
原
物
）
や
、
大
坂
冬
の
陣
・
夏
の
陣
を
題
材
と
し
た
作
品
（
大
坂
軍
記
物
）
な
ど
も
い
く
つ
か

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
趣
向
、
登
場
人
物
を
太
閤
記
物
と
共
有
す
る
場
合
も
あ
り
、
太
閤
記
物
作
品
群
の
考
察

に
あ
た
っ
て
は
無
視
で
き
な
い
た
め
、
同
様
に
「
太
閤
記
物
関
連
作
」
と
し
て
扱
う
も
の
と
す
る
。 

太
閤
記
物
と
い
う
「
世
界
」
観
は
、
曽
我
物
な
ど
の
よ
う
に
あ
る
程
度
確
固
と
し
た
イ
メ
ー
ジ
が
存
在

し
た
と
い
う
よ
り
は
、
秀
吉
を
主
人
公
と
す
る
演
劇
が
続
々
と
生
み
出
さ
れ
る
に
従
っ
て
、
次
第
に
養
わ

れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
歴
史
的
な
人
物
像
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
生
成
と
継
承
に
対
し
て
、
近
世
演

劇
が
担
っ
た
役
割
の
大
き
さ
は
夙
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
５

十
八
世
紀
後
期
以
降
の
太
閤
記
物
の
隆
盛
に

よ
り
、
そ
れ
ま
で
曖
昧
模
糊
と
し
て
い
た
室
町
後
期
以
降
、
つ
ま
り
戦
国
時
代
か
ら
当
代
直
前
ま
で
の
史

的
背
景
や
登
場
人
物
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
太
閤
記
物
の
演
劇
作
品
に
よ
っ
て
養
わ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。 

『
世
界
綱
目
』
に
は
、「
出
世
奴
」
以
降
の
年
代
で
あ
る
時
代
物
の
「
世
界
」
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
編

纂
当
時
の
認
識
で
は
、
「
出
世
奴
」
（
「
太
閤
記
」
）
の
「
世
界
」
ま
で
が
「
歴
史
」
で
あ
り
、
作
中
の
登
場

人
物
た
ち
は
、
歴
史
的
人
物
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
徳
川
政
権
下
で
は
、
当
代
の
歴
史
的
事
件
を
劇
作
に

仕
組
む
こ
と
が
基
本
的
に
禁
じ
ら
れ
て
い
た
た
め
、
関
ヶ
原
や
大
坂
冬
・
夏
の
陣
な
ど
の
太
閤
没
後
の
時

代
は
、『
太
平
記
』
な
ど
の
別
の
「
時
代
」
の
「
世
界
」
の
枠
組
み
を
借
用
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
近
世
の

感
覚
と
し
て
は
、
「
時
代
」
（
歴
史
）
か
「
当
世
」
（
現
代
）
か
は
、
「
出
世
奴
」
（
「
太
閤
記
」
）
の
「
世
界
」

以
前
、
以
後
に
分
け
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
太
閤
記
物
以
前
・
以
後
で
あ
る
。 

舞
台
上
に
あ
ら
わ
れ
る
歴
史
的
人
物
を
通
し
て
、
人
々
は
「
歴
史
」
を
追
体
験
で
き
る
。
そ
し
て
当
世

直
前
の
太
閤
記
物
と
い
う
「
世
界
」
を
知
っ
た
近
世
の
人
々
は
、
現
在
と
地
続
き
で
接
続
す
る
過
去
を
「
歴

史
」
と
し
て
相
対
化
す
る
視
野
を
得
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
太
閤
記
物
作
品
や
登
場
人
物
の
研
究
は
、

近
世
一
般
の
歴
史
意
識
の
形
成
を
探
る
も
の
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。
本
論
文
は
、
人
形
浄
瑠
璃
の
太
閤

記
物
作
品
群
の
上
演
史
研
究
と
作
品
研
究
に
よ
っ
て
、
近
世
の
人
々
が
ど
の
様
に
太
閤
記
物
と
そ
の
中
に

登
場
す
る
歴
史
的
人
物
を
描
い
て
い
っ
た
の
か
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。 

   



7 
 

本
論
文
の
構
成 

 
以
下
、
本
論
文
の
構
成
を
述
べ
る
。 

ま
ず
「
第
一
部 

上
演
史
研
究
」
に
て
、
太
閤
記
物
作
品
群
に
含
ま
れ
る
作
品
の
概
要
と
、
そ
れ
ら
が

ど
の
様
な
状
況
で
上
演
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
一
部
「
序
章 

義
太
夫
節
以
前
の
太

閤
記
物
」
は
、
太
閤
の
自
伝
か
ら
は
じ
ま
り
、
能
楽
な
ど
の
古
典
芸
能
と
関
連
を
持
ち
つ
つ
発
展
し
て
い

っ
た
史
書
や
軍
記
物
の
太
閤
記
物
の
歴
史
と
、
古
浄
瑠
璃
の
太
閤
記
物
に
つ
い
て
述
べ
る
。
次
に
「
第
一

章 

近
世
太
閤
記
物
戯
曲
史
と
人
形
浄
瑠
璃
界
」
で
は
、
人
形
浄
瑠
璃
の
太
閤
記
物
が
、
寛
政
期
の
太
閤

記
物
流
行
に
至
る
ま
で
に
ど
の
様
に
発
展
し
て
い
っ
た
の
か
を
確
認
す
る
。
続
く
「
第
二
章 

十
九
世
紀

太
閤
記
物
上
演
史
の
一
側
面
―
「
三
日
太
平
記
」
を
例
に
―
」
で
は
、
近
松
半
二
作
「
三
日
太
平
記
」
に
注

目
し
、
新
作
上
演
よ
り
も
旧
作
の
再
演
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
十
九
世
紀
以
後
に
太
閤
記
物
が

ど
の
様
に
上
演
さ
れ
、
作
品
が
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
を
た
ど
る
。
最
後
の
「
第
三
章 

近
代
の
太
閤

記
物
と
時
局
物
」
で
は
、
近
代
以
降
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
昂
揚
の
中
で
改
め
て
注
目
さ
れ
て
き
た
太
閤

記
物
の
上
演
に
つ
い
て
、
日
露
戦
争
物
の
「
梅
薫
忠
義
魁
」
と
と
も
に
考
察
を
行
う
。 

「
第
二
部 

作
品
研
究
」
は
、
主
に
太
閤
記
物
諸
作
品
に
お
け
る
登
場
人
物
の
描
写
の
変
遷
を
追
う
こ

と
で
、
そ
の
歴
史
的
人
物
が
担
う
イ
メ
ー
ジ
が
形
成
さ
れ
る
過
程
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
ま
ず
、
「
序
章 

人
形
浄
瑠
璃
に
お
け
る
豊
臣
秀
吉
像
」
で
は
、
豊
臣
秀
吉
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
本
章
で
は
、
太
閤
記
物

上
演
史
の
中
で
の
重
要
作
で
あ
る
「
祇
園
祭
礼
信
仰
記
」
に
描
か
れ
た
秀
吉
像
を
そ
の
表
象
お
よ
び
作
品

内
容
な
ど
か
ら
考
察
し
、
秀
吉
像
の
展
開
と
そ
の
意
義
に
つ
い
て
述
べ
る
。「
第
一
章 
秀
吉
と
「
謀
叛
人
」
」

で
は
、「
謀
叛
人
」
と
し
て
秀
吉
と
激
し
い
対
立
を
演
じ
た
人
物
に
焦
点
を
絞
っ
て
、
太
閤
記
物
が
そ
の
謀

叛
人
た
ち
を
ど
の
様
に
描
き
、
そ
し
て
そ
の
「
謀
叛
」
が
ど
の
様
に
評
価
さ
れ
た
の
か
を
確
認
す
る
。
ま

ず
、
第
一
章
「
第
一
節 

明
智
光
秀
」
は
、「
絵
本
太
功
記
」
を
中
心
に
、
太
閤
記
物
に
と
っ
て
の
「
謀
叛

人
」
と
は
何
か
を
考
察
す
る
。
続
く
「
第
二
節 

別
所
長
治
」
で
は
、
織
田
信
長
か
ら
「
謀
叛
人
」
と
し

て
扱
わ
れ
た
別
所
小
三
郎
長
治
に
つ
い
て
、
刑
部
物
と
「
仮
名
写
安
土
問
答
」
の
関
係
か
ら
述
べ
る
。 

「
第
二
章 

織
田
家
と
秀
吉
」
で
は
、
主
に
本
能
寺
の
変
後
の
織
田
家
の
旧
臣
を
取
り
上
げ
る
。「
第
一

節 

小
野
の
お
通
」
で
は
、
浄
瑠
璃
の
作
者
と
も
伝
え
ら
れ
た
小
野
の
お
通
が
、
太
閤
記
物
の
中
で
は
ど

の
様
に
描
か
れ
た
の
か
を
賤
ヶ
岳
物
を
通
し
て
探
る
。
続
く
「
第
二
節 

天
草
四
郎
こ
と
嶋
勘
左
衛
門
」

は
、
豊
臣
の
天
下
を
批
判
す
る
織
田
家
の
旧
臣
と
し
て
登
場
す
る
天
草
四
郎
像
に
つ
い
て
、「
傾
城
枕
軍
談
」

を
中
心
に
論
じ
る
。
第
二
部
第
二
章
で
取
り
上
げ
る
作
品
に
は
、
秀
吉
こ
そ
が
織
田
家
に
と
っ
て
の
謀
叛

人
で
あ
ろ
う
と
い
う
思
想
が
表
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
最
も
先
鋭
的
に
表
れ
る
の
が
本
章
第
二
節
で
あ
る
。 

最
後
の
「
第
三
章 

豊
臣
家
と
そ
の
臣
下
」
で
は
、
豊
臣
政
権
内
部
お
よ
び
周
辺
の
人
物
が
ど
の
様
に

描
か
れ
て
い
っ
た
の
か
を
考
察
す
る
。
ま
ず
「
第
一
節 

千
利
休
」
で
は
、「
も
の
ぐ
さ
太
郎
」
を
中
心
に
、

秀
吉
に
切
腹
さ
せ
ら
れ
た
千
利
休
像
の
変
遷
を
追
う
。「
第
二
節 

小
西
行
長
」
は
、
軍
書
類
で
は
専
ら
批
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判
的
に
述
べ
ら
れ
る
小
西
行
長
が
、
人
形
浄
瑠
璃
で
は
ど
の
様
に
描
か
れ
て
い
る
の
か
を
朝
鮮
軍
記
物
を

中
心
に
述
べ
る
。「
第
三
節 

石
田
三
成
」
は
、
秀
吉
没
後
の
関
ヶ
原
物
を
中
心
に
、
徳
川
政
権
下
で
は
「
謀

叛
人
」
と
考
え
ら
れ
て
き
た
三
成
が
、
人
形
浄
瑠
璃
で
は
英
雄
視
さ
れ
て
い
る
作
品
が
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
、
そ
の
意
義
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。 

  

 

１ 

引
用
は
、
服
部
幸
雄
「
解
題 

世
界
綱
目
」
（
『
歌
舞
伎
の
文
献
６ 

狂
言
作
者
資
料
集
（
一
）
』
（
国

立
劇
場
、
一
九
七
四
年
）
所
収
）
に
よ
る
。
ま
た
、
以
下
の
「
世
界
綱
目
」
本
文
の
引
用
も
同
書
に
よ

る
。 

２ 

神
津
武
男
「
浄
瑠
璃
本
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
」
（
『
文
学
』
二
〇
一
一
年
三
・
四
月
号
（
岩
波
書
店
、
二

〇
一
一
年
三
月
）
所
収
）
や
、
原
道
生
「
付
表 

近
松
時
代
浄
瑠
璃 

題
材
別
作
品
年
表
（
未
定
稿
）
」

（
『
近
松
再
発
見 

華
や
ぎ
と
哀
し
み
』
（
和
泉
書
院
、
二
〇
一
〇
年
）
参
照
。 

３ 

引
用
は
、
『
新
版
歌
舞
伎
事
典
』
（
平
凡
社
、Japan K

now
ledge

）
、
ま
た
、
『
最
新
歌
舞
伎
事
典
』

（
柏
書
房
、
二
〇
一
二
年
）
に
よ
れ
ば
、
「
世
界
［
せ
か
い
］ 

興
行
用
語
。
歌
舞
伎
お
よ
び
人
形
浄
瑠

璃
の
劇
作
を
行
う
上
で
、
作
品
の
背
景
と
し
て
設
定
さ
れ
る
時
代
、
歴
史
上
の
事
件
な
い
し
は
一
定
の
人

物
群
を
定
形
化
し
た
も
の
。
（
後
略
）
」
（
中
川
俊
宏
執
筆
担
当
）
と
あ
る
。 

４ 

引
用
は
、
日
本
思
想
大
系
芸
の
思
想
・
道
の
思
想
６
『
近
世
芸
道
論
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
）

に
よ
る
。
以
下
同
様
。 

５ 

例
え
ば
、
渡
辺
保
は
、
「
日
本
人
の
心
の
な
か
に
あ
る
「
大
石
内
蔵
助
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
つ
く
っ
た
の

は
、
歴
史
的
な
事
実
で
は
な
く
実
は
沢
村
宗
十
郎
と
い
う
一
人
の
歌
舞
伎
役
者
で
あ
る
。
」
（
講
談
社
学
術

文
庫
『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵 

も
う
一
つ
の
歴
史
感
覚
』
（
講
談
社
、
二
〇
一
三
年
）
）
と
述
べ
る
。 

                                        

         

 


